
無料検査が受けられる

１.発熱などの症状がないこと

※原則、新型コロナウイルスワクチンの接種が３回済んでいない方が対象となります。

※10歳未満の方、又は高齢者施設入所者や入院患者への面会に使用する方を除き、抗原定性検査
の実施となります。

２.社会経済活動に際し事前に検査を実施するものであること

１、２両方の条件に該当しないと検査を受けさせてはいけない旨、埼玉県から指導を受けています。

希望する！

新型
コロナ

従業員に

「新型コロナの無料検査を受けたい」とお伝えください。

申告した内容が虚偽であることが判明した場合
検査費用の負担を求めるほか、埼玉県が必要と認める措置を講ずる場合があります。

埼玉県検査無料化相談窓口 ：0570-200-607

（飲食・イベント等）


